
政策の内容

生活満足度に関する指標（個別指標）

現状・課題

政策コストの状況（千円）

※「①事業活動（アクティビティ）」の予算・決算の合計

人工

※中央健康づくりセンター、浜名健康づくりセンター及び天竜健康づくりセンターの人工を含む

健康づくり
あなたの暮らしている地域では、
ウォーキングや体操などの健康づくり
の意欲が高いと感じますか。

2.91 2.91

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

再任用職員（31時間勤務） 5.9 4.0

正規職員（再任用フルタイム含む。） 149.6

01

担当課名

政策シート

※総合計画基本計画に係る市民意識調査（アンケート）の結果

2027
年度

2028
年度

2029
年度

予防・健康

あなたの暮らしている地域では、生活
習慣病対策など、健康的な生活を送る
ための相談やサポートを受けられる環
境が整っていると感じますか。

2.66 2.65

（管理番号）

02

政策

2026年度

生涯にわたる健康づくり

分野

指標名 質問文

01

2026年度

市民の健康づくりを総合的に推進するため、「健康増進計画」「歯科口腔保健推進計画」「食育推進計画」を一体的
に策定した、新たな健康はままつ21に基づき、「市民一人ひとりが健やかで、心豊かな自分らしい生活ができる健幸
都市浜松」を目指して、健康づくりの取組を進めている。
健康寿命を延伸し、市民が健やかで自分らしい生活を送るためには、市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生活
習慣を見直しすることが必要であるが、特に若い世代で、健康づくりへの取り組みやがん検診等の受診率に課題が
あり、健康への関心の低さがみられる。
健康支援事業や歯科保健事業、がん検診等事業等をはじめ、妊産婦、乳幼児から高齢者まで生涯にわたる切れ目
のない健康づくりの取組を進めるとともに、健康を支える環境づくりを一層推進する必要がある。

予算

05

市民が生涯にわたり健やかでいきいきとした生活が送れるよう、ライフコースアプローチを踏まえ、プレコンセプショ
ンケアなど若い時期からの生活習慣の見直しや歯と口の健康、栄養・食生活を意識した健康づくりを進めるととも
に、全世代型健康診断等による生活習慣病の発症・重症化予防の取組を推進します。
医療DXの推進や地域、企業、関係団体との連携により、健康づくりに関心の低い人を含め、市民一人ひとりが健康
づくりに取り組みやすい環境を整備します。

再任用職員（26時間勤務） 0.0 0.0

会計年度任用職員（月額報酬の定めのある者） 73.6 77.8

決算

2029年度

8,252,916 5,387,745

2025年度

基本政策 政策

2027年度 2028年度

01
健康増進課

基準値
2024年度

2025
年度

2026
年度

152.0
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①事業活動（アクティビティ）

※予算・決算は各事業に係る経費を計上

妊産婦乳幼児健
康診査事業

１　妊婦健康診査
妊婦に対し基本健診14回、超音波検査4回、血液検査1回、血算検査1回、GBS検査1回、多胎妊婦
については多胎妊婦健診5回、基本健診14回を超過した（妊娠40週以降）場合の基本健診につい
ては、追加で2回までを委託医療機関で実施する。

２　【拡充】遠方の産科医療機関等での妊産婦乳幼児健診・分娩の際の交通費等助成事業
遠方の産科医療機関等での妊産婦乳幼児健診・分娩する必要がある妊婦に対して、当該産科医
療機関等までの移動にかかる交通費等の助成を行う。

３　産婦健康診査
産婦に対し産後2週間及び産後1か月に実施する健康診査を委託医療機関で実施する。

４　新生児聴覚スクリーニング検査
生後1か月までの児に対し新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行う。

５　妊婦歯科健康診査
妊婦に対し妊婦歯科健診を委託医療機関で実施する。

６　1歳6か月児健康診査
1歳6か月児～2歳未満までの幼児に対し、一般健診及び歯科健診を集団健診として実施し、必要
に応じて精密健康診査を実施する。

７　乳児健康診査
1か月児（生後28日から生後6週に達しない児）、4か月児（3～6か月未満の児）、10か月児（9か月
～1歳未満の児）に対し、委託医療機関で健診を実施し、健康診査の結果、必要に応じて精密健康
診査を実施する。

８　3歳児健康診査
3歳児(満3歳～4歳未満の幼児）に対し一般健診及び歯科健診を実施し必要に応じて精密健診を
実施する。

９　【拡充】5歳児健康診査
健診アプリを活用し、園を会場とする巡回型一次スクリーニングや一般健診の実施、及び支援が必
要な児に対しては臨床心理士等の専門職が園を巡回し、園職員等への助言指導を行う。また、未
就園児に対しては保健センター等において集団健診を実施する。

１０　先天性代謝異常等検査
新生児の血液を採取し、21種の先天性代謝異常等の疾患を早期に発見するための検査費用を負
担する。

１１　拡大新生児マススクリーニング検査事業
現在行われている新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)に対象疾患として追加
する必要性があるとされている2疾患(重症複合免疫不全症・脊髄性筋萎縮症)に対して、検査費用
を負担する。

763,440

2026年度
決算

（千円）

2026年度
予算

（千円）
事業内容

１　未来の自分を考える講座
これから親としての役割を担う青年期の男女に対し、出前講座として今後のより良いライフプランを
考える機会となるよう、プレコンセプションケアの視点に基づき性・妊娠・出産・生活習慣等について
の正しい知識を提供する。

２　はじめてのパパママレッスン
妊娠20週から35週までの初妊婦とその夫（パートナー）に対し、妊娠・出産・育児の準備をするため
に必要な知識を提供するとともに、親となる意識の向上を図る。

4,474

事業名

妊娠期健康講座
事業
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※予算・決算は各事業に係る経費を計上

妊産婦乳幼児等
相談事業

思春期性教育事
業

１　思春期教室
市内中学2年生及び親と教師等を対象に、産婦人科医師等が講師として性に関する正しい知識、
人工妊娠中絶や性感染症等についての正しい情報を提供する。

２　依頼の衛生教育
思春期・妊産婦・乳幼児等を対象に保健師が幼稚園及び学校等に出向き、健康教育を実施する。

乳幼児等健康教
育事業

１　離乳食教室
5か月児の保護者（オンライン離乳食教室は4～6か月児の保護者）に対し、離乳食開始にあたって
の食支援を行う。

２　もぐもぐ元気っこ教室
7・8か月児の親子に対し、離乳食についての支援と発育・発達経過及び事故防止指導を行う。

３　食育講座
保育園、幼稚園、学校、企業等より依頼を受け、望ましい食習慣の定着に向けた食支援を行う。

４　食育研修会
保育園、幼稚園、学校における食育に関わる関係者に対し、こどもや保護者に対する食育推進の
ための研修会を実施する。

１　母子保健相談支援事業
①親子（母子）健康手帳交付及び妊婦個人指導（妊娠届出を行った者に対する親子健康手帳の交
付及び保健指導の実施）を行う。
②親子すこやか相談（妊産婦や乳幼児とその保護者に対し、妊産婦の心身の健康や乳幼児の心
身の発育、発達、栄養、育児等について保健師等専門職による助言指導）を行う。
③乳幼児発達指導研修会（相談支援を担う保健師等を対象とした専門性の資質向上のための研
修会）を開催する。

２　性と健康の相談センター事業
女性の各ライフステージの相談や予期せぬ妊娠、不妊等の相談に、専用ダイヤル・メールで助産
師・保健師が相談を行う。特定妊婦への産科受診等支援を行う。

３　1歳6か月児健診事後相談
健診実施後、経過観察が必要な幼児と保護者に対し、児の発育発達の経過の確認及び保護者へ
の助言指導を行う。

４　親と子の心理相談
心理相談員による心身に発達の遅れ等心配のある児やその保護者等への助言指導を行う。

５　ことばの相談室
言語聴覚士等によることばの遅れや発音等に心配のある児とその保護者への助言指導を行う。

６　すくすく教室（未熟児相談交流会）
出生体重が1,500g未満の未就園児とその保護者に対する医療と育児に関する相談交流会を開催
する。

７　健やか親子グループ活動事業
近隣との距離があり交流が疎遠になりがちな中山間地域における乳児と保護者に対し、育児支援
や保護者同士の交流等を開催する。

８　発達相談
心身の発達に障害やその疑いがある児とその保護者に対する保健医療療育福祉の総合的な相談
を行う。

９　多胎ピアサポート事業
孤立しやすい多胎妊婦及び多胎家庭を支援するため、同じような多胎児の育児経験者家族との交
流会の開催（多胎プレパパママ教室）や、多胎育児経験者による相談支援事業を実施する。

１０　低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、該当妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援
につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成する。

7,040

2,465

1,532

2026年度
予算

（千円）
事業名

2026年度
決算

（千円）

事業内容
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※予算・決算は各事業に係る経費を計上

結核児童医療費
等支援事業

妊婦支援給付事
業

不妊治療先進医
療費等支援事業

未熟児養育医療
費支援事業

出生児の体重が2,000g以下の未熟児等に対し、治療に要する医療費の一部を公費負担する。

51,503

小児慢性特定疾
病対策事業

厚生労働省で定められた疾病で18歳未満の児童に対し、治療に要する医療費及び日常生活用具
を購入する経費の一部を公費負担する。

253,562

自立支援医療費
支援事業

経済的支援として、妊婦であることを認定された者（流産、死産、中絶した者も含む。）に5万円、届
出された妊娠しているこども1人当たり5万円を対象者に現金で給付する。

580,366

１　産後ケア事業
1歳未満の母子に対し、母親の身体的回復と心理的な安定の促進により健やかな育児ができるよ
う、宿泊や日帰り、訪問で心身のケアや育児のサポートを実施する。

２　【新規】遠方の産後ケア事業実施施設での利用時に係る交通費支援
遠方の産後ケア事業実施施設で本事業の希望がある産婦に対して、当該施設までの移動にかか
る交通費等の助成を行う。

60,840

18歳未満の身体上の障がいを有する児童等であり、治療によって確実な効果が期待される場合に
おいて、治療に要する医療費及び装具を購入する経費の一部を公費負担する。

１　不妊治療費(先進医療費)助成事業
不妊治療（先進医療）に係る治療費を助成する。

２　不育症治療費支援事業
不育症治療（指定する検査及び治療）に係る治療費を助成する。

３　不妊専門相談センター事業
不妊に悩む夫婦等に対し医師による予約制の面接相談を実施する。

31,713

381

母子訪問指導事
業

１　こんにちは赤ちゃん訪問事業
生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を保健師・助産師が訪問し、母子の健康状況、養育環
境等を把握するとともに、子育て支援に関する情報提供を行う。

２　妊産婦乳幼児訪問
妊産婦・乳幼児等を対象に、保健師が家庭訪問し育児や疾病、発育、発達等に関する助言・指導
を行う。

３　妊婦支援訪問事業
親子健康手帳交付時に妊婦の状態等を確認し、若年、経済的不安、生育歴、パートナー・家族の
状況から、孤立した育児に陥るなど育児が困難になることが予測される妊婦等に対し、育児用品等
の配布を契機として家庭訪問を実施する。

４　こんにちはマタニティ訪問事業
妊娠8か月頃の妊婦やその家族等に対して、家庭訪問等で面談の機会を設け、出産に向けて心身
の状況や出産準備等の把握、助言及び母子保健事業や子育て支援に関する情報の提供を行う。

33,749

2,801

結核児童であって、治療に長期間を要する児童及び妊娠高血圧症候群等に罹患している妊産婦
に対し、治療に要する医療費の一部を公費負担する。

事業名 事業内容

2026年度
予算

（千円）

2026年度
決算

（千円）

産後ケア事業
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※予算・決算は各事業に係る経費を計上

健康相談・訪問
指導事業

母子保健デジタ
ル運営経費

１　成人健康相談事業
各健康づくりセンター等で心身の健康に関する個別の相談に応じる。

２　地域健康相談
地域からの依頼やイベント等で出張健康相談を実施し、必要な指導及び助言を行う。

３　保健師・管理栄養士によるオンライン相談
相談を希望する市民が、自身のニーズに合った相談方法を選べるよう、年間24日の相談日を設定
し実施する。

４　 訪問指導・訪問栄養指導・訪問歯科指導事業
在宅生活上の保健指導が必要と認められる人、及び介護に携わる家族等に対して、保健師、管理
栄養士、歯科衛生士が家庭訪問し、生活習慣改善のための保健指導、情報提供等を行う。

983

事業名 事業内容

2026年度
予算

（千円）

2026年度
決算

（千円）

健康教育事業

１　生活習慣病等予防事業
市民からの依頼により、保健師、管理栄養士、歯科衛生士が地域に出向き、生活習慣病予防や健
康に関する健康講話を行う。

２　たばこ対策事業
たばこが健康におよぼす影響についての情報提供や健康教育、禁煙についての啓発を行う。
未就学児に対してたばこの煙が及ぼす影響についての教室を行い、将来に渡る禁煙の選択がで
きるように支援し、またその保護者に対して禁煙や受動喫煙防止の意識を高める。

３　健康はままつ21講演会
生活習慣病予防のための健康に関する正しい知識の普及・啓発を目的とし、一般社団法人浜松市
医師会と共催で実施する。

４　糖尿病対策事業
妊娠糖尿病の妊婦に対し、発症予防のための普及啓発、医療受診勧奨、及び生活習慣指導等を
行う。
働き世代や、健康に関心の低い青壮年期に向けて糖尿病予防啓発イベントや、デジタル機器を活
用した糖尿病予防プログラムを行う。

５　健康経営応援事業
市の専門職が事業所訪問や健康講座を実施し、事業者自らの継続した健康づくりを推進する。

6,556

116,935

１　浜松市保健総合管理システム
成人保健、母子保健、指定難病等の保健情報をシステムにおいて一元的に管理することにより、
妊婦から高齢者まで切れ目のない支援を行う。

２　母子保健事業における予約システム
Web及びLINEを活用した電子申請・予約受付システムを活用する。
①予約受付（6業務）
　「親子すこやか相談」「2歳児歯科健診」「離乳食教室」「もぐもぐ元気っこ教室」「はじめてのパパマ
マレッスン」「3歳児健康診査集団屈折検査」にて行う。
②電子申請受付（2業務）
　「出生連絡票」「産後ケア事業」にて行う。

３　5歳児健康診査健診アプリ
5歳児健康診査事業のデジタル化のため、健診アプリを活用し情報管理及び支援者間への情報共
有を行う。
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※予算・決算は各事業に係る経費を計上

1,520

地域介護予防活
動支援事業

事業名

受動喫煙対策促
進事業

１　受動喫煙防止に関する普及啓発
様々な場を通じてチラシ等を活用し、受動喫煙による健康影響、改正健康増進法の趣旨や罰則な
どの周知啓発を行う。

２　相談業務
受動喫煙による健康影響、喫煙専用室等設置や運用時に関する相談対応を行う。また喫煙専用
室設置に関する技術的基準について「風速計」の貸出しを行い、施設管理者が定期的な確認がで
きるように支援する。

３　義務違反対応業務
健康増進法（令和2年4月1日施行）第31条、32条、38条、静岡県受動喫煙防止条例第8条に基づ
き、市民等から法律違反に関する情報提供または法違反等が確認された場合、行政機関が該当
施設に対し、指導及び助言を行う。必要に応じて、立入検査を実施し勧告命令を行う。

1,022

健康はままつ21
推進事業

地域食育活動支
援事業

3,237

事業内容

2026年度
予算

（千円）

2026年度
決算

（千円）

１　健康増進団体認証事業
地域において自主的に健康増進の取り組みを行っている団体を「はままつ健康増進団体」として認
証する。

２　食育推進連絡会
有識者及び関係団体と連携して食育を推進するために設置する。

３　働きざかり世代への食育啓発事業
望ましい食習慣の定着及び生活習慣病の発症予防を目的として、バランスの良い食事を基本とし
た朝食摂取、野菜摂取、減塩等に対する意識を高めると共に、食行動に結びつけるための啓発を
実施する。
また、不特定多数の市民に対し、野菜摂取を推進する期間（推進月間）を設け、健康意識の向上と
野菜摂取の取組を促すことで、生活習慣病の予防と将来の健康づくりにつなげる。

４　健康はままつ21推進会議
健康はままつ21推進会議の開催、世界禁煙デー、健康増進月間のＰＲ連携等を行う。

５　計画の周知啓発、イベント出展ＰＲ等
計画概要版配布、うごく＆スマイル、ホームページ公開、各種イベントへの健康啓発ブース出展、
庁内ロビー展示等を行う。

１　自主活動支援事業
地域で健康づくり活動や介護予防活動を実践する健康づくりボランティア等の組織支援や、シニア
クラブ等の組織に対し、健康増進と介護予防を推進する。

２　市民いきいきトレーナー活動支援事業
浜松市リハビリテーション病院で養成している「市民いきいきトレーナー」を、市民の健康増進の担
い手となって活動できるよう支援することで、市民主体の健康増進を推進する。

5,387

１　食育活動支援事業
地域において食育活動を行う食育ボランティア団体の活動を支援する。

２　はままつ 食de元気応援店事業
市民が健康に配慮した食事や情報を身近に選択できるよう、食品関連事業者・店舗等との協働に
よる食環境づくりを行う。

３　市民に向けた野菜摂取量増加推進事業
皮膚カロテノイド測定器を活用し、野菜摂取状況を数値で見える化することで野菜摂取に対する意
識向上と行動変容を促す。中学生、企業従業員に対し、共同研究または健康教育を実施し、不特
定多数の市民に対して、はままつ食de元気応援店等との連携により啓発を行う。
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※予算・決算は各事業に係る経費を計上

難病患者等支援
事業

事業名

特定医療費（指定難病）の支給認定を受けた者に対し、治療に要する医療費の一部を公費負担す
る。

歯科保健事業

１　母子・成人を対象とした歯科保健事業
2歳児歯科健診や、口を育む教室等母子を対象とした健康教育や、成人を対象とした歯科健康教
育を行う。

２　歯科訪問、障がい者施設健診事業
在宅で生活する市民に対し訪問歯科相談事業や、障がい者通所施設において歯科健診事業を行
う。

３　計画に基づく歯科口腔保健事業
第二次浜松市歯科口腔保健推進計画に基づき、歯と口の健康づくりに関する啓発や関係団体等と
連携を図り、市民の健康づくりを推進する。

４　口腔保健支援センター事業
浜松市口腔保健支援センター設置要綱に基づき、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発等を推
進する。

５　オーラルフレイル対策
歯と口の機能低下予防のため、全世代にわたり口の機能の維持向上のための健康情報を普及・
啓発を推進する。

8,706

保健福祉センターの利用者が、安心・安全に施設が利用できるよう必要な施設整備を行う。

歯科診療事業

がん検診等事業

原爆被爆者支援
事業

原子爆弾被爆者及びその二世の定期健康診査、及びがん検診の実施等の公費助成を行う。

452

74,732
保健福祉セン
ター運営事業

保健福祉セン
ター施設整備事
業

市民の保健の向上と福祉の増進に寄与するために設置された、13か所の保健福祉センターの運
営を行う。

1,657,154

2026年度
予算

（千円）

2026年度
決算

（千円）

1,604,057

92,488

事業内容

20,650１　休日救急歯科診療
休日（日曜、祝日、年末年始）における救急患者を対象に、応急的な歯科診療を行う。

２　心身障がい者（児）歯科診療
一般の歯科医院では通院困難な心身障がい者（児）を対象に歯科診療を行う。

１　がん検診等事業
がん等の早期発見・早期治療のため、職場等で検診を受けられない者を対象とした検診事業を実
施する。また、精度管理及び効率化のため「浜松市がん検診事業検討会」において、事業の見直し
等を行う。

２　検診及び精密検査受診率向上対策事業
がん検診等及び精密検査の受診率向上のため、対象者の受診を促す取り組みを検討し実施す
る。
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②活動（アウトプット）指標

※達成率は該当年度の目標値に対する実績値から算出する。

③短期成果（アウトカム）指標

※達成率は該当年度の目標値に対する実績値から算出する。

3,600 3,600

2025
年度

-

3,137

2029
年度

2029
年度

60

LINEを活用した受診勧
奨事業における、LINEの
友達登録者数の総数

がん検診の受診
率（結核・肺がん
検診）（％）

指標名

16,000 18,000

11,261

113%

指標の定義 設定理由

全年齢において
歯科健康教育を
受ける者の数
（人）

全年齢において歯科健
康教育(母子歯科健康教
育・学校歯科健康教育・
成人歯科健康教育）を受
けた人の数

「定期的に歯科健康健診を受け
る人の割合」を増やすため、そ
の重要性を啓発する健康教育
を受ける人の数は重要な指標
である。

目標値

達成率

指標名 指標の定義 設定理由

がん検診等事業
におけるLINEを
活用した受診勧
奨の友達登録者
数（人）

12,000 14,000

2,900 3,200 3,200

-

-

7,205

10,000

2028
年度

2028
年度

実績値

2027
年度

2026
年度

2027
年度

定期的に歯科検
診を受ける人の
割合（％）

歯周病検診受診者の中
で「定期的に歯科検診を
受けている人」の割合

歯や口腔の健康づくりのため
に、各ライフステージに応じて、
歯科保健対策を実施し、一人で
も多くの市民が80歳で20本以上
の歯を保つことができるようにす
るために、定期的な歯科検診を
受けている人の割合が重要な
指標となる。

目標値 - 45 50 50 55

実績値 48.3
2026年

5月
確定

達成率

-

2024
年度

2025
年度

2026
年度

若い世代の受診率が低調なた
め、LINEを活用し正しい知識を
普及すること、及び周知・啓発
により受診行動を促すため、
LINEの友達登録者数が重要な
指標となる。

実績値

達成率

目標値

2026年
5月

確定

結核・肺がん検診の受
診率

第3次浜松市がん対策推進計
画において、がんの死亡者を更
に減少させていくためには、が
ん検診の受診率向上の更なる
充実に向けた取り組みが必要と
されており、受診率60％を達成
することにより、がん死亡者数
の減少を達成できる。

55

達成率

2024
年度

-

60

実績値 28.9
2026年

5月
確定

目標値 - 60 60 60

-
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④長期成果（アウトカム）指標

※達成率は2034年度の目標値に対する実績値から算出する。

⑤目的：10年後(2034年)の理想の姿

「①事業活動（アクティビティ）」の実施内容と事業改善（2027年度記載）

病気の発症や重症化を予防することにより、健康で自分らしく充実した生活を送っている。

男性
75.24
女性
78.15

2027
年度

2028
年度

2029
年度

目標値
2034
年度

指標名
基本計画

指標

男性
73.70
女性
75.95
（2022
年度）

2027年
度確定

事業改善の内容や今後の方向性

健康寿命
（歳）

健康上の問題で日常生活が
制限されることなく生活でき
る期間
※3年に一度行われる調査
をもとに厚生労働省が算出

実績値

達成率

事業名

指標の定義

○

2026
年度

実施内容

実績値

達成率

2024
年度

2025
年度

男性
97%

女性
97%

【2026年度の評価】

評価時に記載
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「②活動（アウトプット）指標」の分析・評価と指標見直しの要否（2027年度記載）

「③短期成果（アウトカム）指標」の分析・評価と指標見直しの要否（2027年度記載）

2026年度の政策の評価と2027年度以降の取組の方向性（2027年度記載）

指標見直しの要否

指標見直しの要否

評価時に記載

評価時に記載

評価時に記載
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